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■
法
律
相
談

�
火
曜
（
１
月
３
日

は
休
み
）
�
12
月
15
日
�
、
午
後
１

時
〜
４
時
、
�
は
市
役
所
市
民
相
談

室
�
は
大
胡
支
所
。弁
護
士
の
相
談
。

申
し
込
み
は
電
話
で
前
執
務
日
の
午

後
２
時
か
ら
市
民
相
談
室
�
８
９
０

―
６
１
０
０
へ
。
先
着
各
六
人

■
公
証
相
談

12
月
12
日
�
午
後
１

時
〜
４
時
、
市
役
所
市
民
相
談
室
。

遺
言
や
金
銭
、
土
地
建
物
の
賃
貸
借

な
ど
の
公
正
証
書
作
成
の
相
談

■
行
政
相
談

�
12
月
21
日
�
午
後

１
時
〜
４
時
、
市
役
所
市
民
相
談
室

�
12
月
８
日
�
午
後
１
時
〜
３
時
、

社
会
福
祉
協
議
会
大
胡
支
所
�
12
月

月
19
日
�
午
後
１
時
〜
３
時
、
宮
城

支
所
�
12
月
13
日
�
午
前
９
時
〜
正

午
、
か
す
か
わ
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
。

行
政
に
対
す
る
苦
情
・
要
望
・
相
談

■
税
務
相
談

12
月
19
日
�
午
後
１

時
〜
４
時
、
市
役
所
市
民
相
談
室
。

相
続
税
や
贈
与
税
な
ど
の
相
談

■
登
記
相
談

12
月
９
日
�
午
後
１

時
〜
４
時
、
市
役
所
市
民
相
談
室
。

相
続
・
不
動
産
登
記
や
土
地
境
界
問

題
な
ど
の
相
談

■
市
民
相
談

月
曜
〜
金
曜
（
12
月

29
日
�
〜
１
月
３
日
�
は
休
み
）
の

執
務
時
間
内
、
市
役
所
市
民
相
談
室

（
�
８
９
０
―
６
１
０
０
）。
心
配
事

や
悩
み
事
な
ど
の
電
話
・
面
接
相
談

■
高
齢
者
電
話
相
談
�
２
３
７
―
５

１
１
０

月
曜
〜
金
曜
（
12
月
29
日

�
〜
１
月
４
日
�
は
休
み
）、午
前
９

時
〜
午
後
４
時
（
正
午
〜
午
後
１
時

を
除
く
）

■
心
配
ご
と
相
談
�
２
３
７
―
５
０

０
６

月
曜
〜
金
曜
（
12
月
29
日
�

〜
１
月
４
日
�
は
休
み
）、午
後
１
時

〜
４
時
、
総
合
福
祉
会
館
（
日
吉
町

二
丁
目
）。心
配
事
の
面
接
・
電
話
相

談■
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

12
月
15
日

�
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分
、
総

合
福
祉
会
館（
日
吉
町
二
丁
目
）。心

神
の
不
調
で
悩
み
事
の
あ
る
人
や
そ

の
家
族
に
対
す
る
専
門
医
の
面
接
相

談
。
予
約
を
障
害
福
祉
課
�
２
１
９

―
２
０
０
５
へ

■
精
神
保
健
相
談

12
月
８
日
�
午

後
１
時
30
分
〜
４
時
、
前
橋
保
健
福

祉
事
務
所
。
予
約
を
同
所
�
２
３
１

―
７
７
２
１
へ

■
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
相
談

月
曜
〜

金
曜
（
12
月
29
日
�
〜
１
月
３
日
�

は
休
み
）
の
執
務
時
間
内
、
市
職
員

研
修
会
館
内
生
活
課
（
本
町
一
丁
目

�
８
９
０
―
６
５
２
０
）。
配
偶
者
な

ど
か
ら
の
暴
力
に
対
す
る
悩
み
事
や

心
配
事
の
電
話
・
面
接
相
談

■
幼
児
相
談

月
曜
〜
金
曜
（
12
月

29
日
�
〜
１
月
３
日
�
は
休
み
）、午

前
９
時
〜
午
後
５
時
、
幼
児
教
育
セ

ン
タ
ー
。
幼
児
の
心
・
体
・
言
葉
の

発
達
や
子
育
て
に
関
す
る
心
配
事
の

電
話
・
面
接
相
談
。
面
接
は
予
約
を

同
セ
ン
タ
ー
�
２
１
０
―
１
２
３
４

へ
。
な
お
、
１
月
11
日
�
に
医
師
に

よ
る
面
接
相
談
を
実
施
。
問
い
合
わ

せ
は
同
セ
ン
タ
ー

■
景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
相
談

12
月

22
日
�
午
後
３
時
〜
５
時
、
市
役
所

33
会
議
室
。
よ
り
良
い
景
観
の
ア
ド

バ
イ
ス
。
予
約
を
都
市
整
備
課
�
８

９
０
―
６
９
７
６
へ

■
電
話
労
働
相
談

�
12
月
21
日
�

�
１
月
４
日
�
、
午
後
１
時
30
分
〜

４
時
。
�
の
相
談
員
は
社
会
保
険
労

務
士
・
根
岸
純
一
さ
ん
�
２
３
２
―

３
８
８
６
�
は
同
・
中
沢
三
郎
さ
ん

�
２
２
１
―
５
５
３
２
。
賃
金
・
解

雇
な
ど
の
労
働
問
題
の
相
談
。
問
い

合
わ
せ
は
工
業
課
�
８
９
０
―
６
６

１
７

■
教
育
・
青
少
年
相
談
�
２
３
０
―

９
０
９
０

月
曜
〜
土
曜
（
12
月
29

日
�
〜
１
月
３
日
�
は
休
み
）、午
前

９
時
〜
午
後
７
時
（
土
曜
は
午
後
５

時
ま
で
）、総
合
教
育
プ
ラ
ザ
。青
少

年
や
保
護
者
、
関
係
者
を
対
象
に
電

話
・
面
接
相
談
。
面
接
は
予
約
を
同

所
へ
。
Ｅ
メ
ー
ル
で
の
予
約
は
簡
単

な
相
談
内
容
・
年
齢
（
学
年
）・
面
接

希
望
日
時
・
電
話
番
号
（
電
話
連
絡

の
希
望
者
）・
来
所
人
数
を
明
記
し

soudan@
staff.m

enet.ed.jp

へ

■
母
子
家
庭
相
談

月
曜
〜
金
曜（
12

月
29
日
�
〜
１
月
３
日
�
は
休
み
）、

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
、
市
役
所
児

童
家
庭
課
�
２
２
３
―
４
１
４
８
。

母
子
家
庭
や
寡
婦
の
電
話
・
面
接
相

談■
家
庭
児
童
相
談
�
２
２
３
―
４
１

４
８

月
曜
〜
金
曜
（
12
月
29
日
�

〜
１
月
３
日
�
は
休
み
）、午
前
９
時

〜
午
後
４
時
、
市
役
所
家
庭
児
童
相

談
室
。
子
ど
も
と
家
庭
に
つ
い
て
の

電
話
・
面
接
相
談
。
面
接
は
予
約
を

同
室
へ

■
女
性
相
談

月
曜
〜
金
曜
（
12
月

29
日
�
〜
１
月
３
日
�
は
休
み
）、午

前
９
時
〜
午
後
４
時
、
母
子
福
祉
セ

ン
タ
ー
（
住
吉
町
二
丁
目
�
２
３
１

―
１
０
８
２
）。女
性
の
悩
み
や
心
配

事
な
ど
の
電
話
・
面
接
相
談

■
外
国
人
相
談

月
曜
（
１
月
２
日

は
休
み
）、午
後
１
時
〜
５
時
、市
役

所
国
際
交
流
協
会
相
談
窓
口
。
英
語
・

中
国
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
・
ス
ペ
イ

ン
語
の
四
カ
国
語
で
面
接
相
談

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
嘱
託
の
消

費
生
活
相
談
員
を
募
集
し
ま
す
。

資
格
＝
消
費
生
活
専
門
相
談
員
、
消

費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
資
格
の
あ
る

人
・
同
資
格
一
次
試
験
合
格
者
　
勤

務
時
間
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分
の
う
ち
六
時
間
　
採
用
人
数

＝
二
人
（
面
接
選
考
）

申
し
込
み

＝
12
月
28
日
�
ま
で
に
履
歴
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
（
�
２
３
０
―
１
７
５
５
）
へ

直
接一

月
か
ら
十
二
月
ま
で
今
年
中
に

支
払
っ
た
国
民
健
康
保
険（
国
保
）税

は
、
確
定
申
告
・
市
民
税
申
告
に
社

会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

国
保
税
は
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま

す
が
、
実
際
に
そ
の
費
用
を
負
担
し

た
人
（
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
、

そ
の
他
の
親
族
な
ど
）
の
所
得
か
ら

の
控
除
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
今
年
中

に
納
付
が
済
ん
で
い
る
税
額
を
納
税

通
知
書
な
ど
で
確
認
し
、
確
定
申
告

な
ど
で
社
会
保
険
料
控
除
の
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。
納
付
が
済
ん
で
い

な
い
と
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
納
付
済
み
額
の
照
会
は
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た
め
電
話
で
は

お
答
え
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
０
へ
。

土
地
、
家
屋
を
除
く
事
業
用
資
産

を
償
却
資
産
と
い
い
、
固
定
資
産
税

の
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。
事
業
を

行
っ
て
い
る
人
は
、
自
己
利
用
で
も

貸
し
付
け
で
も
申
告
を
す
る
こ
と
が

法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
期
限

ま
で
に
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
所
有
し
て
い
る
資
産
が

な
け
れ
ば
資
産
が
な
い
と
い
う
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
前
年
度
ま
で
の
申
告
者
と

設
立
法
人
に
は
申
告
用
紙
を
郵
送
し

ま
し
た
が
、
届
か
な
い
場
合
で
も
該

当
者
は
申
告
が
必
要
で
す
。
来
庁
す

る
か
電
話
で
申
告
用
紙
を
請
求
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
本
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
書
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
告
が
な
い
場
合
は
、
後
日
調
査
に

伺
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

申
告
に
よ
っ
て
所
有
し
て
い
る
資
産

ご
と
に
課
税
標
準
額
を
計
算
し
、
合

計
額
が
百
五
十
万
円
以
上
の
場
合
に

は
、
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

申
告
が
必
要
な
償
却
資
産
＝
�
構
築

物
…
門
塀
、
舗
装
路
面
、
庭
園
の
外

灯
な
ど
、
建
物
付
属
設
備
の
う
ち
発

電
・
変
電
設
備
な
ど
、
そ
の
他
建
物

の
改
良
費
、
テ
ナ
ン
ト
が
施
工
し
た

内
外
装
費
な
ど
�
機
械
・
装
置
…
モ

ー
タ
ー
、
旋
盤
、
プ
レ
ス
な
ど
の
製

造
加
工
用
機
械
、
土
木
建
設
用
機
械

な
ど
�
船
舶
�
航
空
機
�
車
両
・
運

搬
具
…
大
型
特
殊
自
動
車
（
フ
ォ
ー

ク
リ
フ
ト
ほ
か
）
な
ど
�
工
具
・
器

具
・
備
品
…
測
定
・
検
査
用
具
、
家

具
、
事
務
用
機
器
、
電
気
・
ガ
ス
機

器
、
看
板
、
医
療
器
具
、
自
動
販
売

機
、
娯
楽
機
器
、
理
・
美
容
機
器
な

ど
　
対
象
＝
個
人
・
法
人
を
問
わ
ず

事
業
を
行
っ
て
い
る
人
　
提
出
期
限

＝
１
月
31
日
�

提
出
先
＝
市
役
所

資
産
税
課

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
課
�
８
９
０

―
６
２
１
６
へ
。

家
屋
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
取
り

壊
し
た
と
き
は
、
滅
失
届
を
市
役
所

資
産
税
課
、
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
支

所
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
十

二
月
三
十
一
日
�
ま
で
に
取
り
壊
し

た
家
屋
に
は
、
来
年
度
か
ら
固
定
資

産
税
が
掛
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。

な
お
、
法
務
局
に
滅
失
登
記
を
済

ま
せ
た
人
や
、
新
増
築
し
た
人
で
家

屋
評
価
の
と
き
に
職
員
が
確
認
し
た

場
合
は
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
課
�
８
９
０

―
６
２
１
８
へ
。

十
二
月
十
二
日
�
か
ら
二
月
二
十

六
日
�
ま
で
を
「
特
別
滞
納
整
理
期

間
」
と
定
め
、
市
税
の
納
付
を
広
く

呼
び
掛
け
ま
す
。
こ
の
期
間
中
に
市

職
員
が
滞
納
世
帯
を
訪
問
し
、
事
情

を
伺
い
な
が
ら
税
の
納
入
を
勧
め
ま

す
。
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
な
お
、
市

職
員
は
写
真
入
り
の
証
明
書
を
持
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
税
を
ま
だ
納
め
て
い
な

い
人
が
納
付
書
か
督
促
状
を
持
っ
て

い
る
と
き
は
、
近
く
の
金
融
機
関
、

市
役
所
収
納
課
、
各
支
所
・
出
張
所

で
納
め
ま
し
ょ
う
。
留
守
が
ち
な
家

庭
は
口
座
振
替
の
利
用
が
便
利
で
す
。

申
し
込
み
は
金
融
機
関
ま
た
は
郵
便

局
へ
。

□
休
日
臨
時
納
税
窓
口

平
日
に
納
税
で
き
な
い
人
の
た
め

に
臨
時
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す
。

日
時
＝
12
月
18
日
�
・
29
日
�
、
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
　
場
所
＝

市
役
所
収
納
課
、
大
胡
・
宮
城
・
粕

川
支
所

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
課
�
８
９
０

―
６
２
２
６
へ
。

◆
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第
四

期
、
国
民
健
康
保
険
税
第
六
期
＝
12

月
26
日
�
ま
で

募
集
し
ま
す

消
費
生
活
の
相
談
員

償
却
資
産
の
申
告

１
月
31
日
ま
で
に

家
屋
の
取
り
壊
し

必
ず
滅
失
届
を

税
の
納
入
呼
び
掛
け

滞
納
世
帯
を
訪
問

国
保
税
も
対
象
で
す

社
会
保
険
料
の
控
除

理美容機器なども対象に

12
月
の
納
税

産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
で

は
、
在
職
中
で
転
職
を
希
望
す

る
人
に
職
業
相
談
・
紹
介
を
行

っ
て
い
ま
す
。
経
験
豊
富
な
ス

タ
ッ
フ
が
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
。

費
用
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

日
時
＝
月
曜
〜
金
曜
、
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
　
会
場
＝
産
業

雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
（
元
総
社

町
）

申
し
込
み
＝
同
セ
ン
タ

ー
�
２
５
５
―
２
５
８
６
へ

転
職
希
望
者
に

無
料
で
ア
ド
バ
イ
ス

相談員が親身になって

FM GUNMA 
86.3MHz

毎週木曜  午後１時38分～ 
毎週金曜  午前10時17分～ 

　　　　４分間 元
総
社
中
　
三
年
　
奥
田
　
柳
太
郎

築
き
合
う
　
そ
こ
か
ら
始
ま
る
　
思
い
や
り

人人
権権
標標
語語

外
国
人
諮
詢
服
務
処

時
間
＝
毎
週
一
下
午
一
点
到
五
点

地
点
＝
市
役
所
二
層
「
外
国
人
諮

詢
服
務
処
」
内
　
新
設
語
種
＝
英

語
、
中
国
語（
漢
語
）、
葡
萄
牙
及
西

班
牙
語（
四
種
外
語
）

諮
詢
費

用
＝
免
費

日時＝12月14日�午後３時　会場＝
市役所32会議室　対象＝一般、先着
10人　申し込み＝当日２時50分に会
場へ直接　問い合わせ＝教育委員会
総務課�890-5802

傍聴できます

教育委員会の定例会


